
 議案第２３号 

 

   かすみがうら市手数料条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和７年２月２７日提出 

 

                 かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市手数料条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市手数料条例（平成１７年かすみがうら市条例第５７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 別表第１土砂等による土地の埋立て等の規制に関する手数料の部許可申請の

款３，０００平方メートル未満の項中「３，０００平方メートル未満」を「３，

０００平方メートル以下」に改め、同款５，０００平方メートル未満の項を削

り、同部変更の款３，０００平方メートル未満の項中「３，０００平方メート

ル未満」を「３，０００平方メートル以下」に改め、同款５，０００平方メー

トル未満の項を削り、同表開発行為（建築等）に関する証明手数料の項の次に

次のように加える。 

宅地造成又は

特定盛土等に

関する工事中

間検査申請手

敷地の面積 ０．３ヘクタール以内 １件 ２，７００ 

０．３ヘクタールを超え２

ヘクタール以内 

１件 ５，４００ 
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   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数料 ２ヘクタールを超え４ヘク

タール以内 

１件 １０，８００ 

４ヘクタールを超え７ヘク

タール以内 

１件 ２１，６００ 

７ヘクタールを超え１０ヘ

クタール以内 

１件 ３７，８００ 

１０ヘクタールを超える １件 ５４，０００ 
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